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4月27日（月）、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において、本会の平成
27年度第1回理事会を開催しました。
開催にあたり藤澤正義会長は、「昨年度は大企業を中心に景気回復が現実

味を帯びてきたが、本県中小企業は引き続き原材料の高騰等により厳しい経
営を余儀なくされている。このような状況の中で、本会では秋田県中小企業振
興条例の理念を実現すべく、窓口相談や巡回訪問の強化に加え、新たな組合づ
くりに向けた取組を行ってきた。また、本会が秋田県の地域事務局を担ってい
る『ものづくり補助金』では、積極的な支援を行った結果、12．4億円の補助金
を県内中小企業に交付した。今年度も引き続き、本会活動ビジョンの基本理念
である『強い組合・強い企業づくり』の更なる推進のため、会員組合の皆様へ
積極的に訪問し、生の声を吸い上げることにより、組合及び組合員企業が抱え
る課題や要望を的確に捉え、タイムリーな情報提供とニーズに即した事業等をきめ細やかにかつ、弾力
的に展開していく。」と挨拶しました。
引き続き、議案の審議が行われ、平成26年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金

処分案の承認、平成27年度事業計画及び収支予算の設定など通常総会への提出議案が審議され、各議案
とも満場一致で可決承認されました。また、今年度は、本会の創立60周年記念事業として、平成27年11月
12日（木）午後1時30分より記念講演会（講師：ジャーナリスト　櫻井よし子氏）、記念式典・表彰式及び
祝賀パーティーを秋田キャッスルホテルで開催することを併せて決定しました。

〜平成27年度本会通常総会のご案内〜
日　時：平成27年6月4日（木）
場　所：ホテルメトロポリタン秋田

○通常総会　　午後3時30分〜
○表  彰  式　　午後5時〜
○懇  親  会　　午後5時30分〜　　皆様方多数のご参加をお待ちしております。

平成27年度第1回理事会を開催

【挨拶をする藤澤会長】
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4月20日（月）、秋田市のホテルメトロポリタンにおいて、西村
康稔内閣府副大臣を囲む地域経済に関する懇談会が開催され、本
会の藤澤正義会長のほか、本県経済団体の代表が出席し、地域に
おける最近の経済情勢をテーマに意見交換を行いました。
この懇談会は、これまで甘利明内閣府特命担当大臣や西村副

大臣等が出席し、同様の懇談会を平成25年4月より全国40カ所
で開催しているもので、地域の経済や産業の実情、とりわけ中小
企業の業況等を把握し、今後の経済財政政策に生かすことを目的
に開催されています。
懇談会の席上、本会藤澤会長からは、本会情報連絡員報告より

本県の中小企業・小規模事業者の概況を説明し、地方創生に向け
ては、比較的自由度が高く設計された地方創生交付金の恒久化や
規模の拡大、地方の特色とやる気を活かした活性化策と抜本的な
少子化対策の実現等について意見を述べました。
また、中小企業・小規模事業者対策として、「ものづくり・商業・

サービス革新事業」の継続や、円滑な事業継承の促進、さらには資
源豊富な本県をエネルギー特区として活性化していくこと等を要望しました。
会議を総括して、西村副大臣は「地方の厳しい状況がひしひしと伝わる懇談だったが、各団体がそれぞ

れの立場で懸命に挑戦しており、国としても様々な形で後押しを進めていきたい」と述べられ、地方の生
の声を今後の国の政策に生かしていただくことを確約していただき、大変意義深い懇談会となりました。

本会では、会員組合の共同事業が将来にわたり健全に発展するよう、平成26年度も会員組合及び組合

員企業に対し課題解決に向けた各種支援事業を実施し、このうち、組合事業運営の強化に向けた「組合活

力向上事業・研修会」や青年部の育成強化を目的とした「青年部研究会事業」を計18組合で実施しました。

本号では、実施事業の内容及び事業実施による成果の一部をご紹介します。

Ⅰ　組合活力向上事業・研修会（実施組合：計14組合）
『秋田県産日本酒の商品力向上と流通拡大に関する研究』
… 〜秋田県酒造協同組合（小玉真一郎理事長）〜

「強い組合・強い企業」を目指して
	 〜各業界の事業運営・青年部の育成強化に取り組みました〜

【背景・課題】
全国的に普通酒の需要が減少

している一方で、秋田県内で製造
される日本酒は普通酒が大きな
シェアを占めており、純米酒・吟
醸酒等の特定名称酒へのシフト
や商品力・ブランド力の更なる
向上が課題となっています。
【事業内容】
先進的な取組を行っている酒蔵等を招き、首都圏への販売戦略や酒蔵ツーリズム、輸出等の取組内容

について研修を行った他、酒販店や飲食店等を招き、各酒蔵の商品に対する個別アドバイスも実施しま
した。
【事業実施による成果】
普通酒を含む本県全体の移出数量が前年割れしている中で、特定名称酒の課税移出数量は伸びを示

しており、特定名称酒へのシフトの推進に貢献することが出来ました。また、個別アドバイス等を通じ、
首都圏の大手酒販店との取引が始まった酒蔵もあり、流通の拡大にも繋がりました。

西村内閣府副大臣が来秋
	 〜地域経済に関する懇談会が開催〜

【挨拶をする西村康稔副大臣】

【懇談会の様子（左：本会藤澤会長）】
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『地域で選ばれる介護施設を目指して』
… 　〜大館ケアサポート企業組合（宮崎恵峰理事長）〜

『新規顧客獲得に必要な飛び込み営業のスキルを学ぶ』
… 〜日本ミルクネットワーク協同組合（鈴木嘉久理事長）〜

Ⅱ　青年部研究会事業（実施組合：計4組合）
『顧客満足向上・顧客獲得に繋げるためのホスピタリティの研究』
… 〜秋田家電事業協同組合　青年部会（青山克実会長）〜

【背景・課題】
牛乳の宅配契約では毎月数％の契約解除が発生している一方で

再契約は非常に難しく、新規顧客の安定的な開拓が必要となって
おります。また、牛乳宅配事業の従事者はパートやアルバイトが多
いため、専門的な営業知識が乏しく、営業スキルが未熟であること
が課題となっています。
【事業内容】
牛乳宅配事業者における新規顧客の獲得は、基本的に飛び込み営業が多いため、飛び込み営業の効果

的な手法について、訪問の事前準備から契約成立までのトーク技術や行動、心構えを学びました。また、
講師と一緒に秋田市内の住宅を訪問し、実際の現場で飛び込み営業を実践しました。
【事業実施による成果】
営業する際のポジティブな心構えや訪問先でインターフォンを鳴らし玄関ドアを開けてもらうまで

の台詞や行動を具体的に習得することができました。また、今回の研修内容を積極的に取り入れ、他の
従業員にも波及させていくことで、新規契約件数の増加を図っていくための仕組みを作ることができ
ました。

【背景・課題】
地域家電販売店として生き残っていくためには、プライスリー

ダーである家電量販店には出来ないサービスや顧客満足を模索
し、実践しながら営業力の強化を図っていくことが、地域家電販売
店の課題となっています。
【事業内容】
異業種である百貨店やホテルで提供されるホスピタリティ（お

もてなし）の具体的内容について研修し、1対1で行うお客様との対面販売こそが、一見非効率に見えま
すが真のホスピタリティであり、家電量販店に対抗できる唯一の手段であることを学びました。
更に、地域家電販売店に求められているお客様の期待や要望を想定し、「傾聴」や「笑顔」についても実

習しました。
【事業実施による成果】
ホスピタリティの重要性を認識した上で、お客様の信頼を得るために「傾聴」や「笑顔」を意識的に行

うようになりました。今後も、様々な異業種の事例から顧客満足の向上や顧客獲得に繋げるためのヒン
トを得ることで、営業力の強化に活かし家電量販店との差別化を図っていくこととしています。

【背景・課題】
地域に同業施設が増え、夜間の宿泊サービスを休止した頃から

利用者数が減少し、なかなか回復できない状況が続いていました。
このため、地域で選ばれる介護施設となり稼働率アップに繋げる
ための取り組みや職員の資質向上による利用者に対するサービス
の向上が課題となっています。
【事業内容】
施設のサービス内容を見直し、デイサービス本来の目的である生活リハビリのための機能訓練を充

実させるとともに、PRチラシを作成し、地域のケアマネージャーを繰り返し訪問する等、営業活動に注
力しました。また、職員に対し接遇やマナーの重要性を説き、その改善に努めました。
【事業実施による成果】
本事業を通じた営業活動の結果、ケアマネージャーからの問い合わせも増え、利用者の増加に繋がり

ました。また、利用者に対する職員の態度や言葉遣いにも改善が見られ、機能訓練の充実により成果が
現れる等、利用者とその家族から今まで以上に満足が得られるようになりました。
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中小企業組合等支援施策情報
本号では、平成27年度の国及び秋田県の中小企業支援施策（融資制度・補助事業）の一部をご紹介
します。

【国・秋田県の融資制度】
■国：経営環境変化対応資金（セーフティネット貸付）
原材料やエネルギーコスト高などの影響を受けて資金繰りに困難を来している中小企業・小規
模事業者を対象に、商工組合中央金庫及び日本政策金融公庫等が低利融資を行います。
貸 付 限 度 額 ①商工組合中央金庫  7億2，000万円

②日本政策金融公庫  7億2，000万円（中小企業事業）
    　4，800万円（国民生活事業）

貸 付 利 率 ①商工組合中央金庫　　所定利率
　（運転資金については、一定の要件に該当する場合は利子補給有り）
②日本政策金融公庫　　基準利率
　（運転資金については、一定の要件に該当する場合は利率引下げ有り）

貸 付 期 間 設備資金　15年以内、運転資金　8年以内（ともに据置期間3年以内）

［お問い合わせ先］
商工組合中央金庫秋田支店　☎018-833-8531
日本政策金融公庫秋田支店　☎018-832-5511（中小企業事業）  ☎018-832-5641（国民生活事業）

■秋田県：中小企業振興資金（一般資金）・新事業展開資金（事業承継資金）
　＜中小企業振興資金（一般資金）＞

県内中小企業者の健全な発展と経営の安定を図るため、事業資金を融資します。
固定金利 変動金利

貸 付 限 度 額 合計で1億円

貸 付 期 間 設備資金　10年以内
（据置期間2年以内を含む）
運転資金　  7年以内
（据置期間1年以内を含む）

設備資金　15年以内
（据置期間2年以内を含む）
運転資金　10年以内
（据置期間1年以内を含む）

貸 付 利 率 年2．35％
（ セーフティネット保証第1号〜第6号利
用の場合は2．15％）

年2．10％（※）
（ セーフティネット保証第1号〜第6号利
用の場合は1．9％）

保　 証　 料 年1．55％以下（セーフティネット保証第1号〜第6号利用の場合は0．88％）

担保・保証人 法人は代表者、個人は不要。必要に応じて物的担保を求めます。

※変動金利の利率は、金融機関により年利率、融資後の変動幅、変更時期が異なります。
　＜新事業展開資金（事業承継資金）＞
事業承継を行う中小企業者に、事業資金を融資します。
貸 付 限 度 額 1億円

（事業承継により経営等に支障が生じていることについて、経済産業大臣から認定を受
けた中小企業者（中小企業経営承継円滑化法12条）は、別枠で1億円）

貸 付 期 間 10年以内（据置期間3年以内を含む）

貸 付 利 率 年1．95％
（ 秋田県事業引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関から事業承継に係る支援
を受けている方、もしくは知事が認める後継者育成塾等の修了者は年1．80％、セーフ
ティネット保証第1号〜第6号利用の場合は年1．75％）

保　 証　 料 年0．6％以下（セーフティネット保証第1号〜第6号利用の場合は年0．7％）

担保・保証人 　法人は代表者、個人は不要。必要に応じて担保を求めます。
　但し、2，000万円以内の利用の場合には、原則として本資金によって取得した資産を
除き、担保として求めません。

［お問い合わせ先］
取扱金融機関（県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内信用金庫、秋田県信用組合）
公益財団法人あきた企業活性化センター　総合相談担当　☎018-860-5610
秋田県産業労働部　産業政策課　団体・金融班　　　　　☎018-860-2215
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【国・秋田県の補助事業】
■国：地域商業自立促進事業
商店街等における「地域資源活用」や「外国人対応」、「少子・高齢化対応」、「創業支援」、「地域交流」
の分野に係る新たな取組を支援します。
補 助 対 象 者 （1）商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織

（2） 法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり
財産の管理等を適正に行うことができるもの

（3）上記（1）（2）に類する組織

補　 助　 率 3分の2以内

補 助 金 額 自立促進調査分析事業　上限額：500万円　下限額：100万円
自立促進支援事業　　　上限額：005億円　下限額：100万円

募 集 締 切 平成27年6月29日（月）

［お問い合わせ先］　東北経済産業局　産業部　商業・流通サービス産業課　☎022-221-4914

■国：地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金
　　　〜最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業（A類型）〜
地域の工場やオフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネ
ルギー機器等を導入する事業者に対し、導入機器等の費用の一部を補助します。
補 助 対 象 者 以下の全ての要件を満たす事業者

（1）事業活動を営んでいる法人及び個人事業主
（2）原則、本事業により新たに補助対象機器等を設置・所有しようとする事業者
（3） 補助事業の遂行能力を有し、法定耐用年数の間、導入機器等を継続的に維持運用で

きること
（4）導入した補助対象機器等に関する使用状況等に関する調査に協力できること

補　 助　 率 中小企業者（個人事業主・小規模事業者含む）またはエネルギー多消費企業：2分の1以内
その他事業所：3分の1以内

補 助 金 額 上限額：1億5，000万円　下限額：50万円

募 集 締 切 平成27年12月11日（金）※予算額に達し次第、募集を終了します。

［お問い合わせ先］　一般社団法人環境共創イニシアチブ　☎0570-001-290

■秋田県：がんばる中小企業応援事業
意欲を持って自社の競争力の強化を図ろうとする県内中小企業を「がんばる中小企業」に認定し、
その企業が行う取組をソフト・ハード両面から支援します。
補 助 対 象 者 県内に事業所を有し「かんばる中小企業」の認定を受けた中小企業

補助対象経費 事業計画に基づき実施する取組に要する経費
（人材育成、専門家活用、機械器具等の導入、その他取組に必要な経費）
※生産設備の導入については、雇用の維持を要件とします。

補　 助　 率 3分の1以内（小規模事業者、ベンチャー企業は2分の1以内）

補 助 金 額 上限額：1，000万円（製造業）
上限額：1，500万円（非製造業）

募 集 締 切 平成27年5月22日（金）

［お問い合わせ先］　秋田県産業労働部　地域産業振興課　地域産業活性化班　☎018-860-2231

■秋田県：サービス産業ビジネス展開支援事業
地域の課題やニーズに対応し、今後成長が見込まれるサービス産業を支援します。
補 助 対 象 者 県内に事業所を有するサービス産業を営む中小企業（個人事業者を含む）

補助対象経費 公募事業の実施に必要な経費
（広告宣伝費、通信運搬費、需用費、備品購入費、機器リース費、雑役務費　等）

補　 助　 率 2分の1以内

補 助 金 額 上限額：100万円（製造業）

募 集 締 切 平成27年10月30日（金）　※予算額に達し次第、募集を終了します。

［お問い合わせ先］　秋田県産業労働部　商業貿易課　商業・創業支援班　☎018-860-2244
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景況レポート
（3月分・情報連絡員80名）

非製造業の業況悪化に歯止めかからず
〜需要低迷・個人消費の低迷続く〜

※…DI値とは、Diffusion…Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、増加（好転）したとする企業割合から、
減少（悪化）したとする企業割合を差し引いた値です。

【概況（全体）】…3月分の県内景況は、業界全体の景況
DI値が−38．7となり、前月調査と比較して3．8ポイ
ント上回った。
　内訳としては、製造業の一部業種において売上が
増加したことから、製造業DI値は好転しているもの
の、非製造業は前年同月比で売上が減少している業
種が目立ち、非製造業のDI値は平成24年8月以来の
低水準となった。
　なお、依然として需要や個人消費の低迷が続いて
おり、県内景況には回復感が見られていない状況と
なっている。  （回答数：80名　回答率：100％）

【概況（製造業）】…製造業の景況DI値は−37．5
となり、昨年12月から続いた−50台から好転
した。
　繊維工業や機械金属、金属加工では、受注
が活発な状況となっている。
　一方、食料品や印刷では、原材料価格の高止
まりの影響により、収益状況が悪化している。

【概況（非製造業）】…非製造業の景況DI値は、−
39．6となり、4ヶ月連続で悪化した。
　運輸業では、荷動きのメイン品目（合板等）
の動きが鈍く、稼働率は全般的に低調に推移
している。
　また、電気工事では、依然として人材不足が
改善されていない状況となっている。
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製 造 業
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業種　　

［天気図の見方］
 前年同月比のDI値をもとに
 作成しています。

［凡例］

【業 界 の 声】　〜製 造 業〜 （回答数：32名　回答率：100％）

食　 料　 品
（ 豆 腐 ）

県外品の進出が顕著で、売上について先行きの見通しが立たない状況にあり、収益状況も前
年同月比で悪化しており、景気回復の実感はない。

繊 維 製 品
（ニ ッ ト）

3月の受注数量は、春夏物生産の最盛期となり、各社とも例年並みの受注を確保した。特に、
インバウンド需要に対応したアパレルからの受注が活発である。

木材・木製品
（素 材 生 産）

丸太の荷動きは、消費税増税前の駆け込み需要による反動減の影響が一段落したため、製材
用原木は前月に引き続き品薄状態となっている。また、合板用原木については、在庫量が増加
し前月に引き続き生産調整を行っているため、前年同月比横ばいで推移している。なお、生産
調整は今年7月まで継続すると予測している。

印 　 　 刷 依然として需要の低迷が続いており、年度末の需要期でも動きは非常に鈍い。また、低価格の
受注状況の改善も進んでおらず、電気料の値上げ分がじりじりと収益を圧迫している。
（中央地区）

窯業・土石製品
（生コンクリート）

3月の出荷数量は、前年同月比で87．9％と低調に推移し、平成26年度の累計は776,013㎥
（前年比96．9％）となった。なお、平成27年度の出荷数量を740,000㎥（前年比95．4％）と
想定しているが、各地区の状況を考慮すると想定をさらに下回る可能性が高く、非常に厳し
い年度になると思われる。

鉄 鋼・ 金 属
（ 鉄 鋼 ）

3月は、徐々に物件等の動きが出てきているが、本格的な稼働は5月〜 6月頃と予測してい
る。なお、見積物件は公共、民間ともに比較的多くなっている。

一 般 機 器
（金 属 加 工）

受注は相応に抱えており、業況は活発に推移している。しかし、原材料価格の高止まり等の影
響から、収益面は依然として厳しい状況となっている。

その他の製造業
（ 漆 器 ）

昨年12月〜 3月までは、冬期間により来館者が減少する時期だが、今年は体験教室の開催や
各方面での宣伝効果等により、来館者は増加傾向で推移した。また、3月は退職時期で記念品
の受注も多く、売上も僅かながら増加した。
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好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】
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【業 界 の 声】　〜非 製 造 業〜 （回答数：48名　回答率：100％）

卸 売 業
（ 古 紙 ）

販売価格は変わらないが、昨年4月の消費税増税以降、全国版新聞紙の発行部数の減少等に
より回収量の落ち込みが続いており、前年同月比で回収量全体が−13％（−94トン）、部門
別では新聞が−10．6％（−40トン）、雑誌が−19．0％（−43トン）、段ボールが−8．1％（−
11トン）と、それぞれ低調に推移した。

小 売 業
（ 石 油 ）

ガソリンは1ℓあたり137円50銭で前月比4円10銭の値上がりで推移した。また、軽油は1
ℓあたり121円50銭で前月比2円90銭の値上がり、配達灯油も18ℓで1,476円と前月比
41円の値上がりとなり、値下がりが一服して以降、5週連続の値上がりとなった。

商 店 街 3月14日、当商店街内に盛岡及び仙台行高速バスの停留所が新設された。周辺住民からも利
便性の向上につながり喜ばれ、来街者数が多少好転した。また、組合事務所1階スペースを地
域交流スペースとして開放することとなり、使い勝手の良い“まち”となるべく今後アピール
していく。（大館市）

サ ー ビ ス
（タ ク シ ー）

天候に大きく左右される当業界にとって、3月の早い雪融けと好天が業績に響き、全県にお
ける運行回数は前年同月比で87．9％、運賃収入は前年同月比89．9％と前月に引き続き低
調に推移した。

建 設 業
（型 枠 工 事）

3月の業況は、前月同様、芳しくない状況となっている。特に、この時期は過去の実績からも
稼働率が低く雇用体制を維持しにくくなり、臨時休業を取る組合員も見受けられる。今後は、
少しづつRC（鉄筋コンクリート）構造物が進捗するため稼働率は改善すると思われるが、長
期間にわたる稼働率の上昇にはならないと予測している。

運 輸 業
（ト ラ ッ ク）

昨年3月は、消費税増税前の駆け込み需要が大きく、荷動きも活発で車が不足する状況と
なっていたが、今年3月は荷動きのメイン品目である合板の動きが鈍く、稼働率は全般的に
低調に推移した。なお、1月と2月には軽油単価は値下がりとなったが、ここに来て3月の軽油
単価は値上がりとなっている。（中央地区）

その他の非製造業
（砂 利 採 取）

前年同月比で売上、収益状況ともに大きな変動はなく、景気回復の兆しを実感出来ない状況
となっている。（中央地区）
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組合・企業探訪
協同組合秋田市民市場	 〜情報発信力を強化し、新規顧客獲得と販路開拓を目指す〜
■組合の紹介と事業の背景
当組合はJR秋田駅西口に近接し、買物客やビジネ
スマン等不特定多数の往来が多い地域の大型小売市
場として、秋田市民の支持と信頼を得て「市民の台
所」としての地位を確立してきました。しかし、相次
ぐ大型店の出店や人口減少等による購買量の低下に
より、来店客や売上の減少が課題となっていました。
このため、老朽化した施設の全面リニューアルに
取り組むと同時に、青年部組織が中心となり組合事
業への積極的なサポートを行い、新規顧客の獲得に
向けた多彩な販促活動を行いましたが、売上の減少
に歯止めをかけるまでには至りませんでした。

■事業活動の内容
　〜情報発信機能の強化と循環型社会への取組〜
県外客や若年層をはじめ、新規顧客の獲得と売上
の増加を目指し、平成26年度に組合ホームページ
の全面リニューアルに取り組み、オンラインショッ
プを中心とした通信販売の強化やブログ、Twitter、
Facebook等のSNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を活用した情報発信機能の強化を図りま
した。
また、本会が秋田県地域事務局を担っている「もの
づくり補助金」を活用した発泡スチロールの減容リ
サイクルや、本会の組合連携コーディネート事業を
活用し、市場の生ゴミで作った堆肥による減農薬野
菜等の生産・販売システムの構築を目指して研究を
行う等、環境に優しい循環型社会への取組にも力を
入れています。

■事業の成果と今後の展開　〜観光拠点・交流拠点としての市場へ〜
組合ホームページをリニューアルし、動画やSNSを活用した多様な情報発信を行った結果、アク
セス数は月に3万件を超え、通信販売の売上も前年の約2倍となりました。
さらに、市場内にWi-Fiを設置し無料でインターネットに接続できるサービスを実施したり、顧客
の要望に応え、先月、組合の出資会社（株式会社あ
きた市民市場メイト）が市場内に直営の酒販店を
出店し、地酒を中心とした酒類の販売を開始する
など、利用者の利便性向上にも取り組んでいます。
進藤理事長は、「今後は、観光施設や交流の場と
して市場を積極的にPRしていくとともに、お客
様の信頼を得るための努力を惜しまずサービス
の向上に努め、地域の活性化に繋げたい。」と抱負
を述べています。

【組合の概要】
●所  在  地　秋田市中通四丁目7−35
●代表理事　進藤　政弘
●出  資  金　404，794千円
●組合員数　59名
●主な事業　…共同施設事業、広告宣伝事業、

教育情報提供事業　等
●成  立  日　昭和37年4月24日

【リニューアルした組合ホームページ】

【組合出資会社直営の酒販店】
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● a la carte●アラカルトアラカルトアラカルト
■「がんばる中小企業・小規模事業者300社（経済産業省）」に選ばれました　
経済産業省では、革新的な製品開発やサービスの創造、地域貢献・地域経済の活性化等の模範と
なる取組を行っている中小企業・小規模事業者を「がんばる中小企業・小規模事業者300社」とし
て選定し、その業績を広く社会に周知することで、選定された事業者の社会的認知度や労働者等の
モチベーション等の向上に加え、後進の育成も目指しています。
この度、本県より秋田電気工事協同組合（布谷博理事長）をはじめ5つの企業が選定され、表彰され
ました。以下、取組の概要をご紹介します。

秋田電気工事協同組合（会員172名）　理事長　布谷　博
　　　　　　　　所在地　秋田市外旭川字三千刈144-1　TEL　018-862-0350
　　　　　　　　ＵＲＬ　http://www.akita-denki.com/

なお、この他の受賞者は以下のとおりです。（詳しい内容は、経済産業省のホームページよりご覧
いただけます。）
　［経済産業省URL］… http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150327010/20150327010.html

【海外展開分野（サービス）】
　有限会社佐藤養助商店（湯沢市）
　稲庭うどんの老舗メーカーとして日本の食
および伝統文化を発信
　URL　http://www.sato-yoske.co.jp/

【海外展開分野（ものづくり）】
　秋田清酒株式会社（大仙市）
　日本酒の海外への販路開拓を積極的に推進

　URL　http://www.igeta.jp/

【海外展開分野（ものづくり）】
　株式会社藤木伝四郎商店（仙北市）
　伝統工芸品にモダンな感覚を取込み新分野の
開発で海外に進出

　URL　http://www.fujikidenshiro.co.jp/

【地域経済分野（ものづくり）】
　秋田ウッド株式会社（大館市）
　地域産材等を活用しWPRC（木材プラスチック
再生複合材）を開発、品質面での信頼性が高く県
外に出荷
　URL　http://www.akitawood.e-const.jp/

地域経済分野（サービス）で受賞　〜秋田電気工事協同組合〜
当組合は、秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡の172の電気工事業者による事業協同組合で、電気
工事資材の共同購買や電気工事の共同受注を主な事業として活動しています。
契機となったのは平成24年、秋田市の公募型プロポーザル入札において「秋田市町内防犯灯
LED化事業（ESCO事業）」の事業者として選定され、事業協同組合による防犯灯のLED化事業を
行う全国初のケースとなりました。以降、事業協同組合によるESCO事業の受注が県内のみなら
ず全国的に広がり、当組合の活動が地域経済への貢献と組合の組織強化に繋がったことが認めら
れ、この度の受賞となり
ました。
受賞にあたり布谷理事
長は、「今後も組合員の経
営の安定や収益の増加に
繋がるような事業を推進
し、地域経済の活性化に
貢献したい。」と今後の抱
負を述べられました。

【受賞の報告（左から本会髙橋専務理事、布谷理事長）】 【表彰楯】
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インフォメーションインフォメーションインフォメーション
平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が変更になります。なお、保険料率の変更時期

は、例年より1カ月遅れの4月分（5月納付分）からとなります。（任意継続被保険者の方は5月分（5月納付分）か
ら変更となります。）

現　行 変更後
※ 40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）
は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。

健康保険料率（秋田支部） 10．02％ 10．06％
介護保険料率（全国一律） 1．72％ 1．58％

［お問い合わせ先］　全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部　企画総務グループ　☎018-883-1841

行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目的に、「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」が、平成28年1月1日に施行されます。
○平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー（個人番号）が通知されます。
☞　市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
☞　 通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号
カード」の交付を受けることができます。

○平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
☞　 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた
事務に限って、マイナンバーが利用されます。

☞　 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
○法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
☞　 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
☞　マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

［お問い合わせ先］　マイナンバー　コールセンター　☎0570-20-0178
　　　　　　　　  マイナンバー　ホームページ　　https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

協会けんぽの保険料率が変更になります（協会けんぽ　秋田支部）

マイナンバー制度が始まります（内閣官房）

【組合の紹介･PR】　仙北市西明寺地域は、栗の栽培に適した気候のもと、古くから栗の
生産が行われています。
　当地域で生産される「西明寺栗」は樹勢が強く、甘みがあり果実が大きいことが特徴で、
生乾食用や加工用の他、最近では特に菓子等の材料としての需要が高まってきているこ
とから、農家による任意の西明寺栗生産出荷組合を組織し、共同で生産販売を行ってきま
したが、需要の高まりと共に地域外において栽培された栗が「西明寺栗」として販売され
るケースが見受けられるようになりました。
　そこで、地域の栗生産農家が更に結束を高め、「西明寺栗」ブランドを保護し信用力の向
上と販売強化を図るため、生産出荷組合が母体となって事業協同組合を設立しました。
　今後は、共同加工事業や共同販売事業を実施することにより、コスト削減や受注体制の
強化を図り、更なる販路拡大を目指します。

【八柳理事長】

新設組合紹介新設組合紹介 西明寺栗生産販売事業協同組合

●所　在　地　…仙北市西木町小山田字八津
249番地 1

●代 表 理 事　八柳　茂
●出　資　金　840，000円
●組 合 員 数　28名
●主 な 事 業　…共同加工、共同販売、教育及

び情報の提供
●成立年月日　平成27年 3月 19日

【理事長から一言】
「西明寺栗」はその大きさと質とで全国に誇れる栗であり、今後
も需要の伸びが期待されていますが、栗栽培農家の担い手不足か
ら耕作放棄地が増加する等、安定した収穫量の確保が課題となっ
ております。
このような状況の中、仙北市内の栗栽培農家が結束し、選果や

加工、販売を一元化し、受注体制の強化を図る目的で組織化しまし
た。和洋菓子の原材料として西明寺栗の需要を高め、産地の活性化
や収益の確保に繋げていきたいです。

〜第67回中小企業団体全国大会（沖縄県大会）開催日程のお知らせ〜
開催日時　平成27年11月20日（金）13：00〜
開催場所　沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）

　全国大会の開催に伴い、本会では、沖縄本島を巡る2泊3日（11月20日〜 22日）のオリジナルツアーを企
画し、ご案内致しますので、組合関係者の皆様方におかれましては、是非ご参加下さい。



山　岡　緑三郎

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡平字谷内下モ平116－12
TEL.0186-34-2011

株式会社 八幡平貨物
八幡平貨物整備工場

一般貨物輸送　長距離輸送　産業廃棄物収集運搬

クレーン作業（25tラフター  13tラフター  ユニック車）

ダンプ　木材（生産・運搬）

〒010-0967
秋田市高陽幸町8番17号
TEL.018-883-1888
FAX.018-883-1822
URL http://www.knbs.jp

保険&リース

相続・事業承継のご質問・ご相談を
お気軽にどうぞ！！

北日本ベストサポート株式
会社

本社・工場：秋田市川尻町字大川反170－49　TEL 018（864）6200（代）
建設事業部：秋田市川尻町字大川反170－19　TEL 018（888）3666
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 URL ： http://www.k-chiyoda.jp

人の輪を大切にし、建築の輪を広げる会社

千代田興業株式会社
代表取締役社長　藤　澤　正　義

株式会社
保険と暮らしの相談センター

全国中小企業団体中央会 会員の皆様へ
全国商工会議所 会員の皆様へ

秋田市山王6丁目5-9
TEL.018-864-6921
FAX.018-864-6922
URL http://akitahoken.co.jp

業務災害補償制度、取引信用保証制度
もしものために 生保・損保（加入見直し）



中小企業あきた
平成27年5月1日発行（毎月1日発行）第660号
発 行/秋田県中小企業団体中央会　〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47　☎ 018-863-8701　FAX 018-865-1009　　　印 刷/秋田活版印刷（株）　　　　　　　　　 定価280円

2015

5
May

❶氏名❷住所❸電話番号❹書籍名❺注文冊数をご記入のうえ、当社ホームページまたはFAX・ハガキでお申し込みください。

[H P] http://www.kappan.co.jp/　[FAX] 018-888-3505
※書店では販売しておりません。※送料は別途になります。※お支払いは、同封の郵便振替用紙にて
お願い致します。※ご注文の際にいただいた個人情報は、商品の発送以外には使用いたしません。

待望の貴重本発刊！数量限定につき、お早めにお申し込みください！

〒011-0901 秋田県秋田市寺内字三千刈110-1 [TEL] 018-888-3500（代）

！ 秋田県公文書館・秋田県・大館桂高校ではお問い合わせ、お申し込みの受け付けをしておりません。

秋田県公文書館所蔵
絵図図録
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